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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，特定非営利活動法人ものづくり APS 推進機

構（APSOM）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，産業標準原案を添えて日本産業規格を制定す

べきとの申出があり，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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1 適用範囲 

この規格は，製造業における企業間ビジネス連携及び／又は企業内システム連携のために，“委託－受託

関係”に基づいた二者間のサービスの授受を単位とするシステムの構成方法を提供し，分散型の業務連携

のための両者間の共通手順（プロトコル）及び交換する情報（メッセージ）について規定する。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS X 0301 情報交換のためのデータ要素及び交換形式－日付及び時刻の表記 

JIS Z 8000-1 量及び単位－第 1 部：一般 

ISO 4217，Codes for the representation of currencies 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

3.1 

パーティ（party） 

取引又は契約の主体となる法人，法人内の組織又は個人。法人及び法人内の組織の場合は，組織，役職

又は社員からなる組織階層のいずれかを指定して識別する。 

3.2 

仕事（work） 

あるパーティにとっての関心事が，要求する状態に到達できるよう働きかける一連の活動。仕事は，一

つ又は複数の作業から構成する。 

3.3 

委託側（customer） 

仕事を委託するパーティ。 

3.4 

受託側（performer） 

仕事を受託し実行するパーティ。 


